
流山市議会だより流山市議会
第195号 令和８年５月15日（金曜日） 《6》

陳情の取り扱いを変更します

～令和7年度政務活動費 収支報告書などの公開について～

　
国
は
、
市
町
村
単
位
で

お
ひ
と
り
様
対
象
の
終
活
支

援
体
制
の
整
備
を
求
め
て
い

る
。
①
本
市
は
そ
の
必
要
性

を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る

か
。
②
実
施
は
い
つ
か
ら
か
。

③
国
で
審
議
予
定
の
社
会
福

祉
法
の
改
正
を
踏
ま
え
た
上

で
流
山
市
高
齢
者
支
援
計
画

を
策
定
す
る
の
か
。

　
健
康
福
祉
部
長　
①
本

市
と
し
て
も
、
終
活
サ
ポ
ー

ト
の
仕
組
み
づ
く
り
は
必
要

で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

②
民
間
事
業
者
の
動
向
を
把

握
す
る
と
と
も
に
、
他
自
治

体
の
先
行
事
例
を
精
査
し
、

本
市
に
適
し
た
仕
組
み
に
つ

 

問 　

  

答  　

い
て
中
長
期
の
視
点
で
検
討

を
進
め
て
お
り
、
令
和
９
年

度
か
ら
令
和
11
年
度
を
計
画

期
と
す
る
第
10
期
高
齢
者
支

援
計
画
な
ど
に
終
活
サ
ポ
ー

ト
の
方
向
性
を
盛
り
込
む
こ

と
を
考
え
て
い
ま
す
。
③
国

の
動
向
を
タ
イ
ム
リ
ー
に
把

握
し
、
本
市
と
し
て
の
制
度

設
計
を
進
め
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
現
状
と
課
題
の
整

理
や
基
本
方
針
の
明
示
に
加

え
、
高
齢
者
の
終
活
に
対
す

る
ニ
ー
ズ
の
集
計
結
果
な
ど
、

可
能
な
限
り
分
か
っ
た
情
報

は
加
味
し
た
上
で
、
第
10
期

高
齢
者
支
援
計
画
な
ど
へ
の

記
載
を
考
え
て
い
ま
す
。

楠
山
　
栄
子

お
ひ
と
り
様
対
象
の

�

終
活
支
援
体
制
に
つ
い
て

　
令
和
８
年
５
月
よ
り
選

択
的
で
は
あ
る
が
単
独
親
権

か
ら
共
同
親
権
へ
制
度
移
行

さ
れ
る
。
①
ど
の
よ
う
に
周

知
を
す
る
の
か
。
②
こ
ど
も

の
不
利
益
と
な
ら
な
い
よ
う
、

「
通
常
の
ワ
ク
チ
ン
」
と
は

何
を
指
す
の
か
を
明
示
す
べ

き
と
考
え
る
が
ど
う
か
。

　
子
ど
も
家
庭
部
長　
①

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
周
知
を

し
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
以
外

に
子
ど
も
家
庭
課
の
窓
口
な

ど
で
こ
ど
も
の
養
育
費
や
共

同
親
権
に
関
し
今
後
必
要
な

も
の
が
あ
れ
ば
、
配
架
し
て

い
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。②「
通
常
の
ワ
ク
チ
ン
」

 
問 　

  

答  　

の
通
常
の
範
囲
と
い
う
の
は

人
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の

で
、
ワ
ク
チ
ン
接
種
を
含
め

て
父
母
間
で
で
き
る
限
り
離

婚
後
の
こ
ど
も
の
養
育
に
つ

い
て
具
体
的
に
取
り
決
め
を

し
て
い
く
こ
と
は
、
重
要
で

あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
現

在
、
国
に
お
い
て
共
同
養
育

計
画
の
作
成
促
進
に
関
す
る

調
査
研
究
が
行
わ
れ
て
い
ま

す
。
市
と
し
て
も
国
の
動
向

を
注
視
し
、
そ
の
結
果
な
ど

を
踏
ま
え
な
が
ら
、
事
前
の

取
り
決
め
の
重
要
性
に
つ
い

て
丁
寧
に
説
明
で
き
る
よ
う

準
備
を
し
て
ま
い
り
ま
す
。

清
水
　
大

共
同
親
権
に
つ
い
て

　流山市議会では、地方自治法第100条第16項に規定する
「透明性の確保」のため、積極的に政務活動費収支報告書
などを公開しています。
　令和7年度政務活動費収支報告などのホームページおよび
市役所情報公開コーナーなどでの公開については、6月上旬
を予定しています。
　また、8月15日発行の『流山市議会だより』第196号にも
詳細を掲載予定です。

　市の行政に関する意見や要望があるとき、市議会に陳情書を提出することがで
きます。流山市議会では、原則、窓口に提出のあった全ての陳情を委員会および本
会議で議題としていましたが、議会運営委員会における協議の結果、令和8年第3
回定例会（※）から、議会運営委員会で１人以上の賛同があったもののみ議題とす
る運用へと変更します。
（※令和8年第2回定例会の陳情受付期限の5月25日午後5時以降の受理分から変更となります。）

全議員に配付

１人以上の賛同議員あり 賛同議員なし

陳情書の提出① ②

委員会（審査）③

本会議（採決）④

流山市議会　政務活動費 検索

政務活動費とは？
「議員が行う調査研究その他の活動に資するために必要な
経費の一部」として交付するものです。
本市では、会派または会派に属さない議員に対して交付して
います。

※�過去の政務活動費収支報告書などは、 
市議会ホームページでご覧ください。

　流山市議会では、『流山市議会だより』の１面に掲載する写真を募集して
います。
　身近な方や風景などを撮った、心和む写真のご応募をお待ちしています。

◦�人物が写っている場合は、必ず本人の承諾を得てください。
◦�ご応募いただいた作品は、返却できませんのであらかじめご了承

ください。
◦��応募いただいた方の住所は、コンクールの広報活動で使用させて

いただく場合があります。

  テ ー マ  	・流山市内で撮影した四季折々の風景、祭りやイベントの写真
	 ・学校の行事（運動会、修学旅行、文化祭など）の写真�
	 ※令和7年1月以降に撮影した、未発表の自作品

 応募締切 	令和8年6月1日（月）必着
	 ※直接お持ち込みいただく場合は、平日開庁時間内にお越しください。

  　賞　  	入賞4点（8月号、11月号、翌年2月号、5月号にそれぞれ掲載）
	� 入賞者には賞状、3,000円相当の商品券、作品が掲載された市

議会だより10部を進呈します。

 応募規格 	カラープリント2Lサイズ（127mm×178mm）
	 ※紙面の都合上、必ず 「横長」 の写真でご応募ください。
	 ※データでの応募や、合成などの加工写真は不可。

応 募 方 法 な ど 詳 細・お 問 い 合 わ せ は

市内在住・
在勤・在学

の方対象
写真コンクール

作品を募集しています!�

流山市議会だより

詳
細
は
こ
ち
ら

　令和8年第1回定例会において可決された議員提出の議案
（発議）は、次のとおりです。

◆発議第2号◆� �
初石駅西口利用者の安全性向上を求める決議について
◆発議第3号◆� �
重層的支援体制整備事業に対する方針転換に抗議し、十分な
予算措置を求める意見書について
◆発議第4号◆� �
非核三原則の堅持を求める意見書について
◆発議第5号◆� �
物価高騰を超える老齢基礎年金額の引き上げを求める意見書
について

議員提出の可決議案

発議の内容については、
市議会ホームページをご覧ください。

議会運営委員会で賛同議員の確認

流山市議会事務局
TEL：04-7150-6099　FAX：04-7150-2863
メール：gikai@city.nagareyama.chiba.jp

全議員への参考配付にとどまり、審査されません。


